
鳥取市労働力確保対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市労働力確保対策事業補助金（以下「本補助金」という。）

の交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、日本語教育による外国人留学生の人材育成に取り組む市内事業者

に対し、その経費の一部を支援することにより、市内中小企業者における国際的な人

材の確保を推進することで、市内産業の強化及び活性化を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）日本語学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する各種学校

のうち、平成２年法務省告示第１４５号に定められたものをいう。 

（２）外国人留学生 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第

１に定める「留学」の在留資格により日本語学校に在学する国外の４年制大学を卒

業した外国人をいう。 

（３）技能実習生等 技能実習生をはじめとした日本国内に居住する外国人をいう。 

 

（補助対象事業者） 

第４条 本補助金の交付対象となる者は、市内で外国人留学生に対し日本語教育を行う

日本語学校を営む者とする。 

 

（補助対象事業） 

第５条 本補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 

（１）外国人留学生に日本語、日本文化及びビジネスマナー等を教育する事業 

（２）技能実習生等に日本語、日本文化及びビジネスマナー等を教育する事業 

 

（補助対象経費） 

第６条 本補助金は、日本語学校の運営に直接従事する事務員、日本語教員及び非常勤

職員（通訳等）の各年度の人件費に、初年度は１／２、次年度は１／３、次々年度は

１／４の補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数は切り捨てる。）を上限と

して、予算の範囲内で交付する。ただし、国、県その他の地方公共団体から受ける他

の補助金の対象となるものは除く。 

 （交付申請） 

第７条 規則第４条に規定する交付申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げ



る書類は事業計画書（別記様式）とし、同条第４号に掲げる書類は次に掲げる書類と

する。 

（１）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に規定する労働者名簿及び就業規則の写  

  し 

（２）労働条件通知書又はこれに準ずるもの 

２ 補助対象者は、交付申請にあたり、見込みの算定額の範囲内で交付申請をすること 

ができる。 

 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条第２項の規定による申請を受けたときは、第６条の規定にかかわ

らず見込み額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、年間の

人件費が明らかになったときは、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更さ

れたときは変更後の額）を同条の規定に基づき算定される額に相当する額に変更す

るものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第９条 規則第９条第１項の市長が特に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とす

る。 

（１）本補助金の増額 

（２）本補助金の２割を超える減額 

 

（着手届） 

第１０条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定め

る場合とし、同条に規定する着手届の提出を要しないものとする。 

 

（実績報告） 

第１１条 規則第１２条に規定する実績報告に添付すべき同条第４号に掲げる書類は

次に掲げる書類とする。 

（１）年間人件費を証する書類 

（２）労働基準法に規定する労働者名簿 

（３）労働条件通知書又はこれに準ずるもの 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるこ

とができる。 

 （１）偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合 

 （２）補助金を他の用途へ使用した場合 



 （３）補助金の交付決定に付した条件に違反した場合 

 （４）前３号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合 

 

（書類の整備） 

第１３条 補助申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、

補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間、保管しておかなければなら

ない。 

 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、経済観

光部長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

この要綱は、平成３４年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第７条関係） 

 

事業計画書 

 

 

学校名：             

 

１ 事業概要 

 

２ 基本理念及び教育目標 

 

３ 学科、コース、収容定員及び修業年限 

 

４ 事業時間帯、クラス数、使用教室 

 

５ カリキュラム 

 

６ 試験対策 

 

７ 学校運営 

 

８ 学生の生活指導 

 

９ 学生募集 

 

10 収支予算書 


